
34 高度情報化施策の推進について

【総務省】

【提案・要望I

条件不利地域における利用環境の格差是正及び安定的な確保を図るため、イン

ターネット・携帯電話 。テレビ等の支援策等の充実を図ること

(1)超高速ブロードバンドの設備更新に対する支援について

市町が整備 した超高速ブロー ドバンド (CATVイ ンタエネット含む)の設備

更新に対する財政支援制度を創設するとともに、ランニングコス トに対する支援

策の充実を図ること

(2)ユニバーサルサービス制度の見直しについて

現行のユニバrサルサービス制度を時代に合わせて見直し、超高速ブロードバ

ンドや携帯電話等の情報通信基盤の整備 。維持管理も対象とすること

(3)地上デジタル放送の安定的な受信環境確保について

公設によリケーブルテレビを運営する市町の設備更新に対する財政支援制度を

創設すること

また、地上デジタル放送受信に係る共聴施設の維持管理等における住民の負担

軽減を図るため新たな支援制度の創設及びフェージングの対策を拡充すること

【本県の現状・課題等】

(1)本県は、離島や週疎地域といつた条件不利地域を数多く有 しており、民間による光ファ

イバ等の自主整備が進まない不採算地域が多いことから、市町が公設により整備をすすめ

てきたところであるが、整備 した光ファイバ網等の経年による老朽化が懸念され、設備更

新費用の負担が大きな課題となっている。

(2)イ ンターネットや携帯電話は固定電話と同様に国民生活に不可欠なツールであり、安定

的かつ継続的にその利便性を享受できる環境が求められているが、現在の制度は、ブロー

ドバンドや携帯電話事業については、対象となっていない。

(3)ケ ーブルテレビは、地上デジタル放送への円滑な移行や難視聴対策の一つとして、大き

な役割を担つてきた。一方で、ケーブルテレビを運営する市町においては、設備更新費用

の負担が大きな課題となっている。

また、通疎化の進行で、テレビ受信のための共聴施設組合員数の減少による住民負担の

増加が懸念され、共聴施設の維持管理に支障が生じることが考えられる。

併せて、本県の地勢の特性から、海上電波を受信する離島や沿岸部において、フェージ

ングによる受信障害が発生 している。
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【参考 ¬】固定系超高速ブロー ドバンド利用可能世帯率

固定系超高速ブロードバンド利用可能世帯率は、952時 (全国992%)

FTT‖ に限れば、893,`(全 国983つ。lで 、いずれも迎 生壁位_で あり

整備率が低い状況である。

〔平成30年 3月 末】

※ 回 ロ ー バンド
・ FTTH、  下 り30Mbps以 ぃとのCATVイ ンターネット及びFWA

総務省公表査料より

【参考 2】 携帯電話世帯カバー率等
・移動系超高速プロードバンド利用可能人口率

:997。/。 (全国998%)  【!1303末 総務省公表資】Jより】
・携帯電話全不通地区(3社 とも利用できない地区)及 び世帯数

i3市 6地 区31世帯 【l淵03「オくF,l】 ,t(希 !う調李(九裕通)よ り】

【参考 9】 長崎県内の共聴施設組合数内訳 (世帯数男1)
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【提案 。要望実現の効果】

(1)市町の財政負担の軽減を図ることで、安定的かつ継続的なサービスを提供することがで
き、 ICTの 利用環境が実現 し、幅広い分野において、住民サービスの向上や地域の活性

化が促進される。

(2)離島や過疎地域といつた条件不利地域を数多く有する本県においても、民間による自主

整備の拡大、超高速ブロードバンドや携帯電話が利用できない未整備地区の解消や地域間

格差の是正及び安定的かつ継続的なサービスに繋がる。

(3)公設で整備 したケーブルテレビの設備更新費用の支援制度により、市町の負担軽減が図

られ、安定的かつ継続的なサービス提供が可能となる。

また、共聴施設の維持管理経費等に対する支援措置により、住民負担の軽減が図られる。

併せて、フェージング対策の拡充により、離島や沿岸部においても安定的なテレビ視聴

が可能となる。
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35 島原 。天車 。長島架橋構想の推進について

【国土交通省】

【提案・要望】
1 九州西岸軸の形成による地域関連携を推進するため、島原・天軍 。長島架橋建

設に資する調査を再開すること

2 島原道路の整備促進と島原天草長島連絡道路の具体化に向けた検討を実施する

こと

【本県の現状 。課題等】

<島原。天草。長島架橋構想の推進>
長崎・熊本・鹿児島 3県にわたる九州西岸地域は、豊かな自然環境や地域資源など、大き

な開発ポテンシャルを持つた地域であり、新しい広域観光ネットワークの形成や、農水産物

の供給基地としても大きな発展可能性を有しているが、高速交通体系の未整備や二つの海峡

での分断により、地域全体が連携 した振興策を進めることが困難な状態にある。‐

とのため、島原・天草 。長島架橋は、今なお高速交通ネットワークから取り残されている

この地域の一体的な活性化を図るとともに、海に囲まれ行き止まりになうている島原半島の

大規模災害時における緊急避難路や復旧 。復興支援物資などを輸送する「命の道」としても

必要な社会基盤整備である。

以上から、当構想に対する地元の熱意と期待は高く、九州西岸軸の形成による地方創生に

掲げる地域間連携を実現するためにも、国家的プロジェクトとして推進を図る必要がある。

(要望にかかる課題 :背景)

国土交通省は、平成20年度から個別の架橋プロジェク トに関する調査を中止 している。

国、地方をあわせた財政状況が悪化するなか、公共工事とりわけ大型プロジェク トの推進に

は厳 しいものがあり、事業の必要性について国民的理解を得ることが必要である。

なる、平成27年 8月 に閣議決定された国土形成計画 (全国計画)において、前計画に引

き続き、「湾口部、海峡部等を連絡するプロジェクトについては、長期的視点から取り組

む。」と記載されており、さらに、九州圏広域地方計画では、当該地域における多様なネッ

トワークの形成による交流・連携機能の強化を図るとされている。

(本県の取組)

昭和63年 5月 に長崎、熊本、鹿児島の3県で構成する「島原 。天草・長島架橋建設促進

協議会」を設立し、国等への要望活動、構想推進地方大会及び交流連携事業等を通じて、国

に対し、構想実現の社会的意義と地元の熱意を強く訴えるとともに、地元の気運醸成を図つ

ているところである。
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36 離島航空路の維持・充実について

【回上交通省】

【提案・要望】

離島航空路の維持 こ充実に向けて、国において十分に予算を確保 し、地方自治体

の財政負担等の軽減がなされるよう必要な支援制度の充実を図ること

1 離島航空路の確保・維持のため、次のとおり制度の拡充等を図ること

(1)離島航空路線運航費等補助金は、離島航空路線の平均単価を基準とした標準

単価をもとに算出され、実績収支差との差が大きいことから、機材の更新に伴

う航空機減価償却費や乗員訓練費等といつた項目については、標準単価に地域

や路線ごとの特殊性を加味して算出すること。

また、対象路線に関しては、一島一路線に限定することなく、離島の実態に

応 じて柔軟に対応すること。

(2)離島航空路線の維持経費にかかる支援を安定的に行うため、地方自治体が実

施する離島航空路線支援に対する地方交付税措置を拡充すること。

(3)機体購入費補助対象事業は、航空機及びその部品の購入費だけでなく、リー

ス方式での機材調達を補助対象とするとともに、国境離島地域に係る路線を就

航する場合には国の負担割合を75%ま で拡大すること。

(4)航空機燃料税の本則の引下げ及び特定離島路線にかかる軽減措置について平

成32年度以降も継続するとともに、国境離島地域にかかる路線を就航する場合

には、軽減措置を3/4から1/2ま で拡充すること。

(5)航行援助施設利用料については15ト ンを基準にして単価が異なるが、採算の

厳 しい離島航空路線を運航する機材を対象にするため、その基準を20ト ンとす

ること。

2 持続可能な地域航空に向けて有限責任事業組合 (LLP)制 度を活用 した共同

事業の開始が目指されているが、実効性のある取組となるよう引き続き国も支援

すること。

【本県の現状。課題等】

県内の離島航空路線は、高速移動手段として離島住民の利用も多く、島民に必要な生活路

線となっているが、離島人口の減少による利用者数の減少に加え、飛行距離が短いために機

体消耗が早く整備コス トも嵩むことから、厳 しい経営状況が続いており、行政による財政支

援策を講 じ、維持されている状況である。

一方、離島航空路線は、離島住民の生活路線であるとともに、離島振興のための交流人口

増加を図るうえで、今後ますます重要となる交通基盤であることから、支援の強化が必要で

ある。

(本県の取組)

運航費補助に加え、一定の利用率に達 しない路線の収支不足額に対する補助や重整備費用

に対する補助を行つている。また、採算の厳しい離島路線を下支えする新規路線を運航する

ため、その準備経費に対する補助も行つた。
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(H29.1029か ら1

※福江～福岡

※福江～長崎 3便/

※対用～長崎 4便/ロ
(金日祝 5便/日 )

H30年度旅害数 70,686人

対厨空港
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贔
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β
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本土と離島を結ぷ構島航空路 (ORC運航路線)

H27 H28 H29

営業収入 1,830 1,853 2,663

△ 398 △ 785経常利益 △ 426

特別利益

(う ち補助金 )

442

(442)

469

御69

873

僧73)

22 54当期純利益 1

△ 290 △ 268 △ 214利益乗」余金

ORC損益の推移 (単位 :百万円)

【提案・要望実現の効果】
離島住民の高速移動手段であるとともに、交流人口拡大のための交通基盤である離島航空

路線が維持 。確保されることにより、住民生活の安定や離島地域の振興が図られる。
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37 地域公共交通 (航路 。乗合パス)の維持 。充実に
ついて

【国土交通省】

【提案・要望】
生活交通 (航路・乗合バス)の確保 。維持・改善のため、以下のとおり制度の拡

充等を図ること

1 離島航路運営費等補助金は、標準単価に地域や航路ごとの特殊性を加味して

算出すること。また、燃油価格の高騰等により欠損額が大幅に増加 した場合に

は、実態に即 した補助金額を確実に支出できるよう必要な措置を講じること

2 補助航路において、新船建造着手後に他事業者の参入があつた場合でも航路

改善計画に基づき建造された船舶については、航路維持を図るため、特例とし

て減価償却費相当分を引き続き補助対象とすること

3 離島住民運賃割引補助における補助額の算定基礎を、県内の平均的な交通運

賃とすること

4 離島旅客航路及び寅物航路は、離島の住民生活や産業活動に不可欠であるこ

とから、突然の運航体廃上により、住民生活に支障を来たさないよう、体廃止

の事前届出の実効性を確保するとともに、体廃上が発生 した場合には海上運送

法や内航海運業法において必要な措置を講じること

また、旅客航路同様に定期貨物航路に対する支援を講じること

5 半島航路について、運航に要する経費など公的支援のための予算を確保する

こと

6 生活交通 (乗合バス等)の確保・維持について、地域間幹線系統補助にかか

る十分な財源を確実に確保すること

千人 長崎県の補助航路輸送人員の推移
2,OOO

l,800

コ,600

1,400

要,200 |「 |||||

日17  日1〔3 日21   瑯22  日2(3   四24  日25  日26  用27  日28  日29

■ 人 長崎県の乗合バス輸送人員の推移

200,OOO

l(F)O,O∞

1 00iO∞

50,OOO ■ E■
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【この要望にかかる背景について】
○全国―の離島県である本県では、離島振興を最重要課題の一つとして取り組んできたが、

人口減少に歯止めがかからない状況にあり、離島航路においては、輸送人員の減少等によ

り補助金額が拡大傾向である。

O離島航路運営費等補助金は、基準離島航路の平均単価を基準とした標準単価をもとに算出

されるため、地域や航路ごとの特殊性が加味されておらず、実績収支差とは大きく差が出

てくることになる。また、現在は、実績収支差と国の運航欠損額の差額等を県と市町で補

助 しているが、燃油価格の高騰等によって実績収支差見込額との大きな乖離が生じた場合

に、地元負担が大幅に増加するおそれがあり、今後も安定的に航路を維持するためには、

国においても航路の実態に即 した補助金額を支出できるよう制度の見直しが必要である。

○離島航路運営費等補助金の対象は赤字の唯―航路とされており、他業者の参入があれば補

助対象から外れるため、新規参入のおそれがある航路においては、航路改善計画に基づい

た新船建造であつても着手できない状況である。

○平成23年度に創設された離島住民運賃割引補助は、航路寄港地の陸上交通運賃のうち、

最も運賃水準の高い運賃までを割引限度としているが、離島地域の陸上交通の運賃水準が

高く、航路の全部又は一部の区間が割引対象にならない航路があるため、よリー層、離島

住民の移動環境改善を図るためには、県内の平均的な交通運賃と同等の運賃までの害」引を

限度する必要がある。

O指定区間の設定のある航路に新規参入があつた場合は、該当航路が競合となり、航路維持

に支障を来たすおそれがある。このため、許可によって航路の安定的な確保・維持に重大

な影響が生 じないようするためにも、地元自治体の意見を聴取する必要がある。

○海上運送法において、一般旅客定期航路事業の体廃上を行 う場合は、休廃上の日の30日

前 (指定区間の場合は6ケ 月前)ま でに国土交通大臣に届け出ることとされているが、突

然の体廃上により、住民生活に支障を来たさないよう、事前届出の実効性の確保に必要な

措置を講じるとともに、離島の生活物資を搬送する貨物航路については、安定的な航路の

維持存続を図る支援制度の創設が必要である。

○半島航路の輸送事業においても、船舶の安定運航や地域住民等利用者の利便性の維持のた

め、対策を講 じる必要がある。

○バス事業者においても、ダイヤや路線の見直し、利便性の向上、経費削減等に努めている

が、本県の乗合バスの輸送人員はピーク時の約35°/。 まで減少 しており、乗合バス事業の

経営は非常に厳 しい状況であり、本県及び市・町においては、地域公共交通の確保・維持

のための財政負担が大きくなってきている。
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38 第三セクター鉄適並びに地方民営鉄道の施設整備
及び確保 。維持について

【総務省、国土交通省】

【提案。要望】

松浦鉄道及び島原鉄道は、地域住民生活の足として必要不可欠なものであり、安

全性の確保や運行の維持のため、計画的に施設整備を行うことが重要である。経営

が極めて厳 しい中で、両鉄道を維持・存続することを沿線自治体と確認 し、令和 5
年度までの10年間の計画を立てて支援 していることに鑑み、国においては以下の施

策を講じること

(1)鉄道軌道安全輸送設備等整備事業等の施設整備補助に係る十分な予算確保及

び補助率の引き上げ

(2)訪 日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業 (イ ンバウンド対応型鉄軌遭車

両整備事業)等による車両検査等の予算の十分な確保

(3)河川等の工事に伴い新設又は改良された橋梁に対する固定資産税の軽減措置

の拡充及び期間の延長

(4)施設整備や運営費を支援する地方自治体に対する交付税措置の拡充及び創設

(5)鉄道事業者に対する運営費補助制度の創設

【本県の現状。課題等】

県内鉄道事業者においては、少子化、過疎化による人口減少や車社会の進展による利用者

減少により、平成30年度の利用者は、松浦鉄道が約284万人 (ピ ーク時の約 6割 )、 島原鉄

道が約130万人 (ピーク時の約 3割)と なっており、事業者の収益確保が厳 しい状況となっ

ている。
平成25年度には、県と沿線市町により両鉄道に関する調査を行い、鉄道を存続させるこ

とが、鉄道を廃上 しバス代替とするより社会的便益がはるかに高いとの調査結果を踏まえ、

車両検査に対する国庫補助も見込んだ上で施設整備計画を策定 し、自治体負担を増額 して支

援を強化 し、両鉄道を維持していくこととした。しかしながら、近年、国庫補助が満額予算

配分されていない状況が続いており、令和元年度はPC(合成)マクラギ化以外の設備整備
に対する補助率が 1/3か ら1/4へ引き下げられ、さらに車両検査等に対 しては予算配分

されない方針が示されている。地域の足の確保と社会的便益の実現のためには、その計画を

着実に遂行 していくことが課題である。

またて河川等の工事に伴い新設又は改良された橋梁については、固定資産税の負担軽減措

置として、供用開始から5年間は本来の税額の 1/6負担、その後 5年間は 1/3負担とな

るが、特例措置期間の終了後は固定資産税が増加 し、鉄道事業者の大きな負担となる。

令和 4年度には九州新幹線西九州ルー トが暫定開業予定であり、その開業効果を県内各地

に波及させるために重要な役割を担う両鉄道を地域一体で支えていく必要がある。

(本県の取組)

松浦鉄道及び島原鉄道の施設整備に対 しては、平成26年度から令和 5年度までの10年間
の整備計画に基づき、原則、事業者の負担が無いよう、国や沿線自治体とともに補助を行つ

ている。また、長崎新幹線・鉄道利用促造協議会では、両事業者に対 し、利用促進と地域活

性化に向けて、ラッピング列車や地域イベン トなどに対する補助を行うなどの支援を継続し

ている。
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【提案・要望実現の効果】
施設整備や車両整備に係る予算確保や補助率の引き上げ、固定資産税の軽減措置などによ

り、両鉄道の安全な運行が長期にわたって安定的に維持されることが期待される。バスを運

行する場合に比べて、所要時間の短縮や交通費の削減など利用者へもたらされる便益だけで

なく、沿線の道路交通渋滞の緩和、交通事故の減少、環境改善効果、観光面におけるイメー

ジアップなど地域社会への便益もさらなる向上が見込まれ、地域活性化にも寄与する。
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39 長崎空港の活用推進について

【国土交通省、財務省】

【提案。要望】

国内 。国際定期航空路線の拡充やチャーター便の誘致により、長崎空港を活性化

することで、地域経済及び産業の振興を図つていくため、次の措置を講ずること

1 長崎空港の24時間運用化を図ること。それまでの間は、夜間・早朝チャーター

便の対応等について柔軟な取扱いを図ること

2 長崎空港の国際線ターミナルビルの施設拡充を図ること

【本県の現状・課題等】

長崎空港は大型航空機の離発着に必要な3,000m滑走路が整備され、騒音問題や気象障害

が少ない信頼性と安全性に優れた海上空港であり、直近の高速道インターチェンジまで10

分程度の好条件に位置 している。このような長崎空港の特性を活かし24時間運用化するこ

とで、夜間のチャーター便や貨物便を取り扱うことは地域経済並びに産業の振興に大きく貢

献するものと期待される。

平成31年 1月 には香港線が就航 したが、長崎空港国際線ターミナルビルの保安検査場は

狭而であるため、エックス線検査装置、金属探知機等も 1台ずつしか設置できず検査に時間

を要している状況である。待合室等の施設についても狭院化 しており大型機就航時や複数便

就航時には乗客の収容が困難となることから、国際線ターミナルビルの拡充が望まれる。

一方で、現行時間外の需要創出も運用時間延長の要件となっており、空港運用時間延長と

需要創出を同時一体的に進めることが課題となつている。

また、国内外の航空会社から、夜問・早朝チャーター便就航の要望もあつたが、運用時間

の関係上就航できない事例もあるところである。

(本県の取組)

夜間 ,早朝時間帯に就航する航空会社の誘致を進めているが、海外の航空会社等からは運

用時間が延長されれば検討するとの声もあり、運用時間の延長は国際線の誘致にもつながる

ものと考えている。

世界初の海上空港である長崎空港
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【提案・要望実現の効果】
(項 目 1)

東アジア、東南アジアからの地理的優位性や騒音問題が少ない海上空港の特性を有する長

崎空港の24時間運用化等により活性化を図ることで、特に夜間 。早朝における近隣空港の

補完空港としての役割を果たし、海外からのチャーター便の増加及び定期便の就航など訪日

外国人を含めた交流人口の増加が期待される。

(項 目2)

国際線ターミナルビルの施設拡充が図られることでヽ出入国検査の時間が短縮され、待合

室等の拡張により(国際航空路線の複数便の就航や大型機材の就航にも対応可能となる。そ

の結果、本県が進めている国際航空路線の誘致や長崎空港の24時間化の効果が最大限に発

揮され、本県がアジア地域の成長力をラIき込むための日本のゲートウェイとなり、本県の活

性化はもとより、国で進められている観光立国の推進にも大いに貢献することができるЬ
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40 半島振興対策の充実について

【総務省、国土交通省】

【提案・要望】
半島地域に住民が住み続け、安定 した暮らしを送っていける環境づくりのため、

半島振興施策の推進になお―層積極的に取組むこと

1 半島振興広域連携促進事業の事業費の確保、半島振興道路整備事業債の充当

率及び交付税措置率の過疎債並みの引き上げ等による財政支援措置の充実を図

ること

2 半島振興におけるあらゆる分野での基盤である遭路インフラ整備において、

高規格幹線道路 (西九州自動車道)の早期完成や地域高規格道路 (島原道路 。

西彼杵道路等)の優先的な整備促造を図ること

【本県の現状・課題等】

半島地域は、三方を海に囲まれ、全般的に平地に恵まれないなどの条件にあり、産業基

盤、生活環境の整備については多くの課題を抱えている反面、豊かな自然が残 り、海外との

交流等によって増われた独自の歴史・文化に裏打ちされた精神的に豊かな暮らしがある。

半島地域の豊かな自然は fいやし。やすらぎ」をもたらすとともに、安全安心な食料や水

の供給、国土や自然環境保全の機能も有し、国民の利益を増造する重要な役割を果たしてい

る。
上方で、産業の衰退に伴う雇用機会の減少や都市部との格差、利便性の低さなどの厳しい

環境から人口流出が続き、少子高齢化!過疎化に歯止めがかからない状況にあり、半島地域

が自立的に発展し、その役割を担い続けるためには、半島地域に住民が住み続け、安定した

暮らしを送つていくことができる環境を整備することが不可欠である。

本県は、平成27年の法改正・延長の際に意見書を作成 し、特に喫緊の対応を求める項目

として、「法の目的規定の拡充・充実」、「高規格幹線道路及び地域高規格道路等の優先的整

備」、「道路整備に関する支援措置の充実」、「新たな財政支援措置」を要望したが、新法にお

いては、高規格幹線道路等の優先的整備は明記されず、道路整備に関する支援措置及び半島

地域に特化した新たな財政支援措置は十分ではない状況にある。

(半島振興道路整備事業債)

新法のもと、防災上必要なものについて、充当率が75°/。 から90°/。 へ嵩上げ (交付税措置

率300/。 は変更なし)と なっているが、過疎対策事業債 (充 当率100°/。 、交付税措置率70%)、

緊急防災・減災事業債 (同上)と比較して依然不利な状況。

(平成30年度半島振興広域連携促進事業

国の平成30年度予算額79百万円 本県における主な活用実績)

。半島地域魅力発見委員会 :半島PRの情報発信、先進地視察、交流事業

・島原半島ジオパーク協議会等 :利活用コンテンツの構築、シンポジウム開催
。南島原市等 :都市部へのモニターツアー実施・イベントヘ出展
。松浦市等 :合同観光物産フェア開催、訪問営業活動
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【提案・要望実現の効果】

半島地域の豊かな自然と独自の歴史文化による「いやし。やすらぎ」の場を提供し、住み

たい地域に住み続けられるとともに、安全安心な農林水産物や水の安定的な供給源、国土や

自然環境の保全などの役割を担つていくことができる。

半島地域における道路網の整備により、災害発生時の迅速な対応、救急搬送の時間短縮を

図るとともに、公共交通機関の確保・維持、下水道、医療・保健・福祉など産業・生活基盤

等の整備に加え、相乗効果が期待できる広域連携や地域の創意工夫を凝らした取組等への支

援を充実させることにより半島地域の自立的発展及び県民、国民の利益増進に貢献すること

ができる。
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41 CIQ体制の強fヒについて

【法務省、財務省、厚生労働省、農林水産竃】

【提案。要望】
アジア諸国との相互交流をさらに拡大 し、将来に向けて友好関係を発展させるた

め、交流の玄関口となる長崎空港、対馬空港、長崎港、佐世保港、厳原港、比田勝

港のCIQ体制強化を図ること

【本県の現状。課題等】

本県においては、上海への国際定期航空路線に加えて、平成31年 1月 には香港路線が新た

Iご就航した。クルーズ船の県内港への入港数についても、高い水準を維持しており、「国際

旅客船拠点形成港湾」に指定された佐世保港では、今後も増加することが予想されるところ

である。

これに伴い、国際定期航空便や外航クルーズ船等が同日に県内の空港 。港湾を利用する場

合が増加してきており、この場合、CIQの体制は県外からの出張応援があつても十分であ

るとは言えず、対応が難しい状況となっている。

また、対馬 (厳原港、比田勝港)と 韓国を結ぶ国際定期船を」R九州など日韓複数社が運

航していることから、対馬が韓国で手軽な観光地として人気が高まり、年々韓国からの訪日

客が増加しているため、入国審査の対応を強化することが急務である。

本県への訪日客は、今後、ますます増加することが見込まれており、本県が新時代の「出

島」として、日本のゲー トウェイとしての役割を担い、その役割を果たすためには、訪日客

が我が国に対して抱くイメージに強い影響を及ぼすCIQ機関の増員及び常駐化等のCIQ
体制の強化は早急に対応すべき課題であり、今後その必要性はますます高まってくる。

(本県の取組)

本県では、「アジア・国際戦略」に基づと、国際定期航空路の維持・利用促進やクルーズ

客船の誘致など、海外の活力を取り込み、経済活性化につなげるための誘客拡大の施策を展

開しているところである。

(人 )
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国際路線 (空路)の利用者数の推移(人 )
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長崎県内各港へのクルTズ客船

(外航)の入港実績の推移
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25 26 27 28 29 30 (年 )

【提案。要望実現の効果】
本県は、世界文化遺産の構成資産など国際的にメッセージ性が高い観光資源が豊富であ

り、また歴史的な海外との交流基盤や、アジアに最も近いという地理的近接性があることか

ら、海外からの集客において高いボテンシャルを有するところである。

CIQ体 制が強化され、入国手続き時間の短縮化による来訪、再訪の増加が期待できるこ

とに加え、本県が進めるクルーズ客船の受入拡大や長崎空港の24時間化の効果が最大限に

発揮され、本県がアジア地域の成長力を引き込むための日本のゲー トウェイとなり、本県の

活性化はもとより、国で造められている観光立国の推進にも大いに貢献することができる。

ノ

一 ソウル線

―卜 上海線

…韓…香港線

ノ

/
25,028

231727
19,1潔

22,952
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印65/
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10,804    14,35413,188   13,740 9,898    8,963



42 アジア各国の短期滞在ビザの発給要件緩和について

【法務省、外務省、観光庁】

【提案・要望】

発展が著 しいアジア各国との裾野の広い友好交流関係を深化 させるとともに、訪

日旅行市場の更なる拡大による地域経済の活性化を図るため、訪日観光ビザについ

て、次の措置を講じること

(1)東南アジア諸国からの観光客に対するビザの発給要件緩和を図ること

(2)中 国人観光客に対するビザ免除に向けた段階的な措置として、沖縄県及び東

北 6県 を訪問地要件とする短期滞在数次ビザについて、訪問地要件を撤廃する

こと

【本県の現状。課題等】

クルーズ船寄港数の増加やビザの発給要件緩和など、様々な要因により、平成30年の訪

日外客数 (」 NTO推計)は、過去最高の3,119万人 (前年比8.70/。 増)を数えた。一方で、訪

日外国人観光客の約 6割 (延べ宿泊客数ベース)が、三大都市圏に集中しており、観光を地

方創生につなげていくためには、本県を含む地方部への更なる誘客が必要である。

地方部への誘客を促進するためには、地方の魅力を海外市場に向けて継続的に発信するこ

とに加え、外国人観光客がリピーターとして訪日しやすい環境づくりが急務であり、そのた

めにビザの発給要件の更なる緩和が必要である。

(本県の取組)

本県では、2つの世界遺産や本県ならではの観光資源、海外交流の歴史等を活用 し、アジ

アを中心とした外国人観光客の誘客に取り組んでいる。           ｀

また、多言語コールセンターの設置による言葉の壁の解消や、通訳ガイドの育成等、外国

人観光客をスムーズに受け入れ、満足していただける体制整備にも取り組んでいる。

個人観光数次ビザ

対 象 国 ビザの種類 有 効 期 間

ベ トナム 数次ビザ
5年間 (期間内は何回で
も訪日可 )

30日 以内

フィリピン 数次ビザ
5年間 (期間内は何国で
も訪日可)

30日 以内

カンボジア

数次ビザ
3年間 (期間内は何回で
も訪日可)

15日 以内ラオス

こヤ ラマ ー

シンガボール
ビザ免除 90日 以内

マ レー シア

タ イ
ビザ免除 15日 以内

ブルネイ

インドネシア
票副登録
ビザ免除

3年又は派券の石効期間
満了口まで

15日 以内

相 当の

十 分 る層

個人観光数次ビザ
《3年間何回でも入国可》
※ただし過去3年に2回以上め訪日歴を若する者
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中国 人の所得層 現在のビザ制度 【要望】

けのビザ制度光 東南アジア諸国向けの観光ビザ制度

上記以外の所得者層



中国及び東南アジア諸国の訪日外客数推移
東南アジア諸国 (人 ) 中国 (人 )
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~シア ~イ ンドネシア ー フィリ子フンー

ベトナム ー
療母丘工■

(出 所)日 本政府観光局 訪日外客統計

【提案・要望実現の効果】
(項 目1)

近年の政府における東南アジア諸国民に対するビザ緩和措置が奏功 し、同諸国からの訪日

客は年々増加傾向にあり、その中でもタイ、マレーシア国民に対するビザ免除の開始は、訪

日客の増加に大きく貢献 した。

成長著しい東南アジア諸国に対 して更なるビザ発給要件の緩和を行うことで、訪日外国人

旅行者数の一層の拡大が見込まれる。

(項 目2)

中国人個人観光客に対する短期滞在数次ビザの訪問地要件が撤廃されれば、国内来訪地域

の偏り (ゴールデンルー トヘの集中)を是正し、地方への誘致促進、更には地理的、歴史的

関係性が深い本県への誘客拡大が図られる。

―-86-―



43 博物館の展示環境整備への財政的支援についで

【文部科学省】

【提案・要望】
文化財の公開・活用を積極的に推進する上で、文化財の維持 。保存との調和は不

可欠であることから、博物館等文化財公開施設における適切な展示 。収蔵器具等の

施設整備に対 し財政面での支援の充実を図ること

(1)今後、文化財の展示環境基準が変更された場合には、技術的指導 。支援と併

せてヽ展示・収蔵器具等ハー ド面で要求される改修等への財政的支援制度を設

けること

【本県の現状。課題等】

<展示・収蔵器具等の改修に係る課題>
責重な文化財を展示する際に用いる気密性の高い展示ケース (エ アタイ トケース)や展示

台に用いられている合板材については、一旦ガスを放散しはじめた部材や放散した物質を再

度吸着 してしまつた部材では、換気等の処置でも改善が見込めないことが判明したため、近

年開発された物質放散量の少ない環境基準に適合する合板材等との交換をすることが必須と

なる。しかしながら、新規開発された合板材は高価なものであるため、その導入、工事が施

設の広範に及んだ場合、多額の費用を要することになる。

今後、文化財の展示環境基準が従来よりも厳 しいものとなった場合、このような多額の費

用負担を必要とする事例の発生が考えられるため、技術的指導・支援と併せて財政上の支援

も必要である。

<本県の取組>
本県は、全国に先駆け平成17年から指定管理者制度を導入 した博物館運営を行つており、

長崎歴史文化博物館及び長崎県美術館は、年間約40万人の入館者が訪れる施設である。

両館とも建設当時、文化庁と東京文化財研究所が協力して環境調査を行い、空気環境基準

に合格 した施設として開館 した。平成25年 8月 30日 、東京文化財研究所から室内汚染物質

濃度基準が新たに示されたことを嵩又け、博物館については、文化庁からの懇切な指導の下、

展示ケースの換気、展示スケジュールの調整等、適切な環境の保持に努めているところであ

る。
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夜間換気中の強面ケース ガス吸着シート設置作業

換気中の移動式晨示ケース ケース内空気環境計潟状況

【提案。要望実現の効果】
今後、文化財の展示環境について新たな基準が示された場合、ハード面での財政的支援に

より公開 C活用と維持・保存のための施設整備が速やかに行われ、重要文化財等をはじめと

する責重な文化財の鑑賞機会を安全かつ効果的に拡大することで県民が文化財に親しむ機会

を確保でき、ひいては交流人口の拡大など地域振興も図ることが期待できる。 ―
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44 離島地域における揮難油税の減免等について

【経済産業省、国土交通省】

【提案・要望,

離島地域のガソリン価格は、地理的条件から流通コスト等が高く、本土地域より

も害じ高となっていることから、価格差是正を図る抜本的な措置として、離島地域に

おけるガソリンの揮発油税等の減免措置を講じること

また、揮発油税等の減免措置が講じられるまでの間は、現在行われている「離島

のガソリン流通コスト対策事業」を引き続き実施すること

【本県の現状。課題等】

○ 離島地域においては、路線バスなどの公共交通機関の路線や便数が十分ではないため、

通勤・通学をはじめとした移動を伴う活動において、自家用車に頼らぎるを得ない現状に

ある。

離島地域のガソリン価格は、その地理的条件から流通コストが高く、本土地域よりも割

高であつたため、国において、平成23年 5月 から「離島のガソリン流通コスト対策事業」

により、離島地域におけるガソリン価格の値下げ支援が行われているところである。

しかしながら、依然として本土地域よりも害J高 となっており、島民にとっては本土地域

との価格差縮減の実感を持ち得ない状況にある。

離島地域のガソリン価格が依然として本土地域よりも害J高 となっている要因としては、

輸送コス トが本土に比べて嵩むことに加え、 1店舗当たりの販売量が本上の4分の 1程度

と少ないことなどから、コストやマージンを価格に転嫁せざるを得ないことが割高価格の

一因となっている。

このことは、島民の社会 。経済活動に大きな影響を与えており、急激な人口流出や過疎

化の進行を引き起こす要因にもなっている。
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【提案・要望実現の効果】
○ 本土地域と離島地域の価格差を抜本的に是正するため、地方財政に影響を及ぼさないよ

うに十分配慮 したうえで、離島地域におけるガソリンの揮発油税及び地方揮発油税につい

て、本則税率を上回る部分の減免措置を講 じることは、離島地域におけるガソリン価格の

低減が図られ、住民の生活安定と産業振興につながり、地域の人口流出や過疎化進行が抑

制される。

また、本県は、国境に面した離島が多く存在 している。国境離島は、領海や排他的経済

水域の保全をはじめ、海洋資源の開発・利用や海上交通の安全確保などを図るうえからも

重要な役割を担つており、本減免措置は、離島存続の基盤となる住民生活の安定と定住を

促すものであることから、国境離島の維持・存続にも寄与する施策である。

卜120    日2将     H22    卜123    H24    貶 5    1詑6    日27    日23    卜l'9    日30

一 離豊地域

一 本土地域
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45 カネミ油被害者の救済について

【厚生労働省】

【提案・要望〕

未認定被害者の救済のため、カネミ油症がより総合的な判断に基づいて認定され

るよう、今後とも研究をすすめるとともに、診断基準に新たな考え方を追加できな

いか検討すること

【本県の現状・課題等】

事件発生から50年が経過 し、被害者が訴える症状等の多くは油症にみられる特徴的なも

のでないため、カネミ油に起因するものかどうかの判断が困難であり、現在の診断基準で

は、血液中ダイオキシン類濃度を重視せざるを得ない状況である。

認定においては、家族の認定状況も含めて考慮されてはいるが、家族の高齢化や死亡、被

害者家族の抱える様々な事情等により、家族状況の確認が困難なケースもあり、自覚症状を

訴えても、現在の基準を満たさないため、救済の対象とならない未認定被害者が本県には多

くいる。

そのような中、カネミ油を振取した当時の年齢やダイオキシン類の経年的な濃度の減少等

を具体的に考慮 して認定 して欲 しいという被害者からの要望もある。

(本県の取組)

長崎県では平成21年度に未認定被害者の健康実態調査を実施 し、掘 り起こしを行うた。

調査の結果、新たに本県在住が確認できた未認定被害者 (連絡拒否者を除く)に対 し、平成

22年度以降、油症検診受診の勧奨を行っている。

また、平成30年度に油症検診に関するアンケー ト調査を実施 し、被害者の要望を受け、

今年度新たに福江地区での検診を実施する予定。

油症検診案内については、個別に通知を行うほか、より多くの未認定被害者に受診しても

らえるよう、県の広報誌、市報、新聞やホームページにより広 く広報を実施 している。 (平

成30年度検診受診者 199名  うち未認定被害者 65名 )
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(名 )

140

本県の年度別認定状況(H16～ H30)採同居認定除く -0-認定審査対象者

一 認定者数

120
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104
90 90
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63
51 51  54 60

32 31  37

12

0
10   2   3   5   2   3   9   1   6  33   1   1   0

H16 H17 H18 H19 H20 ‖20 H21 H22  H23 H24 H25 H26 H27

誌詠   O ②   蒜魏

5   1   3

H28 H29 H30 (年 庁ス)

H16～ H19前年度の油症検診受診者(未認定者)を対象に認定審査を実施

H21～  当年度の          ″

H2C   ①‖ 9検診受診者、②H20検 診受診者

H24  認定者33名 のうち25は同居認定と重複

◎全国及び長崎県のカネミ油症認定状況 (平成31年3月 末現在 )

※被害届出者数は、昭和44年 7月 1日 現在

※全国の認定患者数は、平成30年3月 末現在

※全国の生存認定患者数は、平成30年度健康実態調査の回答者数

※本県の生存認定患者数には、他県で認定を受けて本県に在住する患者11名 を含む。

被害届出者数 認定患者数 生存認定患者数

全  国 約 14,000名 2,322名 1,411名

長崎県
約 1.400名

(全国比約 10,6)

967名

(全国比約 41%)

461名

(全国とと約  3酬 )

五島地区 約 560名
長崎地区 約 350名
その他  約 490名

H16.9 診断基準見直し前
754名 認定

H16.9 診断基準見直し後
4可 名認定

H24.12診断基準見直し後
172名 認定

うち同居認定 153名

【提案。要望実現の効果】
診断基準が見直され、健康被害を訴えている未認定被害者が新たに油症患者と認定される

ことにより、現在よりも幅広 く被害者の救済が図られる。
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46 大村湾の環境保全のための取組推進について

I環境省、農林水産省】

【提案・要望】

本県では、大村湾の水質改善や環境保全等の観点から「第4期大村湾環境保全。活
性化行動計画」を策定し、沿岸市町、関係機関が連携して水質改善等に取り組んでお
り、湾全体では環境基準 (CODで2.Omg/L以 下)を達成 しつつあるものの、海洋生

物の生息場の減少などにより、海が本来備えている円滑な物質循環が損なわれている

状況である。

ついては、大村湾が全国的に稀な二重の閉鎖性を有する海域であることに鑑み、水

環境改善のモデル海域として、自律的環境修復が期待される再生砂等を活用した浅場

造成などの支援体制を創出するなど、環境保全や水質改善の向上につながる取組を

行っていただきたいこと

【本県の現状・課題等】

本県がこれまで大村市や時津町の沿岸に再生砂による浅場を造成 した結果、二枚貝の稚貝

が多く認められるなど生物の生息の場となりつつある。また、県民の親水性意識の向上につ

ながつており、同様の浅場を普及・拡大していく必要がある。

大村湾流域における水質等の経年変化
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大村湾のCOD(75%値 )の達成状況 【H29(H28)】
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【提案。要望実現の効果】
浅場造成に関する支援制度が創設されることにより、大村湾を含む全国の閉鎖性海域にお
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47 水道事業の基盤強化に係る支援策の充実強fヒに
ついて

【厚生労働省】

【提案・要望】

離島・半島など地理的制約が大きい本県において、水道事業の基盤強化が図られ

るよう、地域の実情に応 じた支援措置を行うこと。

(1)水道事業施設の耐震化を促進するため、補助率の嵩上げとともに必要な財源

の確保を行うこと。

(2)水道事業の広域連携や官民運携を促進するための専門性の高いア ドバイザー

制度の創設などの技術的支援の充実 。強化を行うこと。

【本県の現状・課題等】

(1)施設整備に対する補助率の嵩上げ及び財源確保
・本県の水道事業者においては、これまで水道の普及に努めてきたことにより、県内の水

道普及率は98.50/。 (平成29年度末)にまで連 し、全国平均を上回つて推移 しており、水

道の普及については一定進んできた。
・本県においては、平地が少なく大きな水源が乏しいといった地理的要因により、非効率

な水道施設の配置を余儀なくされており、これまで整備 した施設の更新費用が、今後大

きな負担となることが見込まれる。
・近年、全国的に地震が頻発する中、水道施設の耐震化率が全国平均を下まわる本県にお

いては、耐震化を促造 していく必要がある。
・本県の水道事業者においては、組織体制や職員数の見直しを通じて水道事業経営の効率

化を図つてきたところであるが、人口減少が進行する中、今後増大する更新費用確保の

ため水道料金の値上げが避けられず、地域間格差がますます拡大していくことが懸念さ

れる。
。このため、本土地区においても、地理的要因が厳しい水道事業者に対しては、耐震化を

含めた施設更新費用の負担軽減のため、より高い補助率が適用される要件区分の追加を

行うとともに、計画的施設更新を進めるための当初予算の確保が求められている。

(2)技術的支援の充実 。強化
・水道事業の基盤強化を図っていくためには、国における水道施設整備にかかる国庫補助

制度の充実強化とともに、各水道事業者においては経営安定化にかかる取組を継続して

いく必要がある。
・県では、水道事業の基盤強化を図るために県内の水道事業者とともに実務者レベルでの

検討会を実施しているが、広域連携等の検討において、先進事例の知見などを有する専

門性の高い技術的助言が必要である。

水道施設の耐震化事業にかかる補助率

基 盤

事業区分 主な対象施設 補助率 H31本 県事業

水道未普及地域解消事業
取水施設、導送水施設、浄水施設・

配水施設・管路

1/4、 1/3、 4/10
(1/2)

・()は 離 島地 区

3 4/10

描 易水 道再 編推進 事 業 1 1/2

生活 基盤 近代化事 業 4 1/2

高度上水施設等整備事業 生物・オプン・活性農処理施設ほか 1/4

緊急時給水拠点確保等事業 取水施設、貯留施設、浄水施設、管路 1/4 6 1/4,(1/3)※

水道管路耐震化等推進事業 管 路 1/4、 1/3 4 1/3
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※ ()は H27か らの継続分
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【技術的支援のイメージ】

【提案。要望実現の効果】
(項 目1)

地理的制約から非効率な施設配置を余儀なくされる水道事業者に対する補助率の嵩上げに

より全国の水道事業者間の負担の平準化が図られるとともに、国の財源確保によって施設の

耐震化及び老朽施設の計画的な更新が促進される。

(項 目2)

専門性の高いアドバイザー制度の創設や水道施設の再編整備にかかる簡易支援ツールの開

発などの技術的支援によって、マンパワーが不足する水道事業者の負担軽減が図られ水道事

業の基盤強化にかかる検討が促進される。

25

国予算観に占める本県配分額の劇合は

約2,6前後で推移

<各地域の検討会ヘアドバイザー派違 >

宝
<離島の広墟連続等ソサイドラつ の作成>

く法域蓮協簡易支援ノールの開発>

AB地区>水場

データ

ぴ
料  施発9尾「

廉

國 吟
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48 汚水処理施設の整備促進について

【国上交通省、環境省】

【提案。要望】
住民のライフラインである汚水処理施設の整備促進に対する財政的支援をするこ

と

(1)下水道による未普及地域の解消のために十分な財源確保を図ること

(2)下水道施設の耐震化、老朽化対策のために安定的な財源確保を図ること

(3)浄化槽設置整備事業における補助基準額上限の引き上げを行うこと

【本県の現状。課題等】

(1)未普及地域の解消
。本県の汚水処理人口普及率は、平成29年度本で80.20/。 と全国平均90.9%よ り低 く、下水

道による普及率は62.3°/。 (全国平均78.8%)に留まつており、日標である63.50/Oを 達成

していない。

・平成29年 3月 に策定 した「長崎県汚水処理構想2017」 では、下水道整備を中心として

令和 8年度の汚水処理人口普及率90.2%を 目指 し取り組んでいるところであり、未普及

地域解消のために財源の確保が必要である。

(2)耐震化、老朽化対策
。本県の下水処理場15施設、重要な幹線管渠約90kmの耐震化が必要であり、また、下水

処理場40施設のうち15施設については、既に標準耐用年数である20年を経過 している。

・今後、下水道の老朽化施設のス トック増大が見込まれることから、耐震化と老朽化対策

を併せて計画的に更新 していく必要がある。

(3)補助基準額の見直し
。本県の浄化楢普及率は、日標である14.20/。 をほぼ達成 しているが、下水道区域の見直し

によって、浄化槽区域が拡大 しており、さらに汚水処理人口普及率を伸ばすためには、

集合処理区域外において、浄化楢の設置を促進させる必要がある。

・個人設置型浄化槽は、下水道に比べて設置費に個人負担の割高感があり整備が進まない

状況であるため、市町単独費による上乗せ補助を行い普及拡大に取り組んでいる市町も

あり、その取り組みを後押しする補助基準額の引き上げが必要である。

汚水処理施設別の普及率実績と計画 R3計 画
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下 水 道 69.6%

不
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下水道の国要望額と配分額における事業別の比較

日改築更新等

日禾普及対策

E主要事業
要望比99%

下水道施設の耐震化の状況

:重要な幹線
班長 k印

平成9年度以前に整備  107
うち1耐震化実施済み  17

常菫化未実施  9o

供用年数別の下水処理場
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五 島市 にお け ると乗せ補助 の効果

国
費

（
億

∪

ェ・or曽鑢

要 望 案

上 i乗 せ ネ甫ロカ 担 ¶ヨ人 負 芋ロ

浄化槽設置 (5人槽)における補助基準額

0

要望 要望

補正含む
H29

【主要事業】
・処理場の施設統合
巨大村湾水質改善のための高度処理整備
・新幹線整備等に関連 した浸水対策

配分
補正含む

要望 配分配分

H30 H31 現 行 制 度

顧 ネ甫ロカ基 準

【要望案】

市町上乗せ額が浄化槽設置経費の 1割以上 2

割未満であれば、補助基準 4割 を5割に引き

上げ。 2割以上であれば6割に引き上げ。

【提案・要望実現の効果】
(項 目 1)(項目2)

国の財政支援により、未普及対策が促造され、快適な住環境の形成や公共用水城の水質保

全が図れるとともに、インバウンド等の観光客に対し快適な環境が提供できる。

国の財政支援により、下水道施設の耐震化や老朽化施設の計画的な更新が可能となり、安

全安心で持続的な下水道サービスが可能となる。

(項 目3)

浄化槽設置整備事業の補助基準額上限の引き上げの実施により、浄化槽設置にかかる個人

負担が軽減できることから、浄化槽の設置が促進される。

20年以上経ぇる施設

十

一

う

2
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49 海岸漂着物対策について

【環境省、農林水産省、国土交通省、経済産業省I

【提案・要望】

海岸漂着物等に関する下記対策を確実に実施すること

(1)'外国由来のごみが、毎年、多量に漂着することから、回収・処理等に要する

財源の確保を図るとともに、外交上の適切な対応を実施すること

(2)マ イクロプラスチック (微細なプラスチック)ごみについては、生態系に及

ぼす影響が懸念されることから、その実態解明と発生抑制対策を早期に講じる

こと

【本県の現状・課題等】

(1)財源の確保と外交上の適切な対応
。本県は、日本列島の西端に位置 し、国境離島をはじめとする多くの島々や北海道に次ぐ

海岸線の長さを有 していることから、他県に比べ多量のごみが毎年、漂流・漂着 し、景

観、自然環境、水産資源、観光等への影響が深刻な問題となっている。

・平成22～ 30年度 (9か年)の海岸漂着物等の回収量は約14.7万 がで、回収・処理費用

は約45億円となっている。漂着ごみは繰り返 し漂着することから、回収 。処理事業、発

生抑制対策事業を長期的に取り組むための十分な財源の確保が必要である。

。また、本県には外国由来のものが多量に漂着 していることから、平成28年度から県と

離島 4市町の共催により、釜山広城市等と県内離島の高校生やNPO等 による交流事業

を開催 し、両国の海岸漂着物の現状について認識するなど発生抑制対策の重要性につい

て理解を深めており、国においても、関係国に対 して、実効性のある発生抑制対策を請

じるよう強く要請することが望まれる。

(2)マイクロプラスチックごみの実態解明と発生抑制対策

・微細なプラスチック類であるマイクロプラスチックは、含有・吸着する化学物質が食物

連鎖中に取り込まれることによる生態系への影響など、海洋環境に深刻な影響を及ぼす

おそれがあり、また〔微細であるためその回収・処理が困難となることから、魚介類等

への影響の実態解明とともに、海城に流入しないよう様々な発生抑制対策を請じる必要

がある。
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1)平成22～30年度 (9か年)における海岸漂着輸の回収 B処理費用

県管理海岸    12,221ポ     4681546千 円

市町管理海岸  刊34, 371ボ   4, 040,274千 円

合   計   146, 592市   4,508,320千 円

(う ち、平成30年度 15, 耳01謂     416,769千 円)

財   源

・地域グリーンニューデイール基金、海ごみ基金 (環境省所管)

補助率 平成22～ 26年度 :10/10

・平成27年度 地域環境保全対策費補助金 (海岸漂着物等地域対策推進事業)

補助率 離島振興法等 :9.5/10
半島振興法・過疎地域自立促進特別措置法等 :9/10
原則的な補助率 :3/刊 O

・平成28年度以降の補助率

離島振興法等 :9/10
半島振興法 口過疎地域自立促進特別措置法等 :8/¬ O
原則的な補助率 :フ /10

2)対馬における外国由来の海岸漂着物

'回収された漂着ごみに外国製品が占める割合 (H28環境省調査)

ペットボ トル 87%(韓 国40%,中 国 1フ %,不明30%)

外 国 語 差 記 言 語 不 明 合 計 全 国 lll電位
全 国

日本 語 表 記

486 428 914 11立H25 4,099 0

706 817 1.524 3位H26 14,465 1

0 1.324 990 2.314 2イ立H27 20,221
10 2.773 159 2,942 2位H23 16,029

16310 4 5.521 712 6,237 11立H29

3)廃ポリタンクの漂着

【提案。要望実現の効果】
(項 目1)

必要な財源の確保により、継続した漂着ごみ等の回収 。処理、発生抑制対策が実施可能と

なり、地方自治体における安定 した海岸漂着物対策を実施できる。

関係国における発生抑制対策が推進されることにより、外国由来の漂着ごみが多い本県の

漂着ごみ削減に繋がる。

る

(項 目2)
マイクロプラスチックごみの実態解明と発生抑制対策により、海洋環境の保全が図られ
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